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平成 23 年 3月 22 日 

 

各 位 

愛媛県松山市南江戸四丁目３番３７号 

株 式 会 社  レ デ イ 薬 局 

代 表 取 締 役  三 橋   信 也 

（JASDAQ・コード３０２７）    

問い合わせ先 取締役管理本部長 井谷  義彦 

電話番号  ０８９―９１７－８０００ 

 

 

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 
 

 

当社は、現在の内部統制システムの体制を踏まえ、平成23年3月21日開催の取締役会にお

いて、「内部統制システム整備の基本方針」を下記のとおり一部改定することを決議いた

しましたのでお知らせいたします。（変更箇所は、下線で示しております。） 

 

記 

 

１ 職務執行の基本方針 

当社は、すべての役員（取締役、監査役又はこれらに準ずる者）及び従業員（社員、嘱

託社員、契約社員その他当社の業務に従事するすべての者）が、職務を執行するにあたっ

ての基本方針として、下記の社訓及び経営理念を定めております。 

 

株式会社レデイ薬局 社訓 

相手の中に自分を生かし、今日一日喜びを感じて生きて行きましょう。 

株式会社レデイ薬局 経営理念 

お客様の健康と美を追求し、喜びと感動と安心を提供する企業を目指します。 

社員の成長と豊かさを実現し、地域社会と地域の人々に貢献する企業を目指します。 

 

２ 内部統制システムの整備に関する基本方針 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法 

362条第4項6号） 

当社は、企業の存続を継続するために、コンプライアンスの徹底が絶対的に必要である

との認識のもと、すべての役員及び従業員が公平で高い倫理観に基づいて行動し、広く社

会から信頼される経営体制の確立に努めております。 
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具体的には、代表取締役社長直轄のコンプライアンス委員会を中心にコンプライアンス

の推進、教育・研修の実施を行っており、すべての役員及び従業員は、企業の行動規範の

基本原則である「社訓」並びに「経営理念」及び「行動指針」を含むコンプライアンスマ

ニュアルを通じて、その精神を理解し、一層公正で透明な企業風土の構築に努めておりま

す。 

また、公益通報者保護法施行に伴い、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通

報のために、専用窓口を設置し、通報者の保護を目的とした公益通報者保護規程を制定し

運用しております。 

さらに代表取締役社長直轄で、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況

の実態を把握し、すべての業務が法令・定款及び社内諸規程に準拠して、適正・妥当かつ

合理的に行なわれているか、また会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正

普遍に調査・検証することにより、会社の財産の保全ならびに経営効率の向上に努めてお

ります。 

内部監査の結果は、代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門及び所轄部門長へ改

善指示書に基づいた内部監査改善実施計画書の提出及び改善の実施を義務付けております。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100 

条第1 項第1号） 

当社は、取締役会・経営会議をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締

役が職務権限規程等に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を適正に記

録し、法令及び文書管理規程等に基づき、定められた期間保存しております。 

取締役の職務執行に係る情報については、稟議規程、文書管理規程等に準じて適切かつ

確実に記録・保存・管理しております。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第1項第2号） 

当社は、様々な損失の危険に対して、危険度の大小、発生の可能性を検討し、事前に適

切な対応策を準備すること、そして発生した場合、損失の危険を最小限とする組織的な対

応を行っております。 

具体的には、お客様・患者様情報、従業員情報等を多数有する当社は、個人情報保護法

施行に伴い、個人情報保護ポリシーに基づき情報の管理を行っております。 

また当社は、リスク管理体制の重要性を認識し、その基礎としてリスク管理規程を定め

るとともに、個別のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体

制を構築しております。 

ａ 代表取締役社長直轄のリスク管理委員会を設置する事で各部門のリスクマネジメント

を統括し、リスクマネジメントの基本方針、推進体制その他重要事項を決定していきま

す。 

ｂ リスク管理委員会は、各部門におけるリスクマネジメント体制の整備を支援し、全社

的な視点から部門横断的なリスクマネジメント体制の整備を推進していきます。 

ｃ 各部門長である取締役及び従業員は、それぞれの自部門において整備するリスクマネ
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ジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、存在するリスクを把握・分析・評価

したうえで適切な対策を実施し、それに係るリスクマネジメント状況を監督、定期的に

見直していきます。 

ｄ 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現する場合に備え、予め必要な対応方針

を整備し、発現したリスク損失を最小限度に抑えるために必要な対応を行って行きます。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制（会社法施行 

規則第100条第1項第3号） 

当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計

画及び単年度経営計画を策定しております。経営計画を達成するため、取締役の職務権限

と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図っております。 

また、取締役及び部長職をメンバーとする経営会議を設け、当社の業務の執行及び施策

の実施等について、協議を行っております。 

取締役の職務執行については、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等において、それ

ぞれの責任者及び責任・執行手続きの詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる

体制をとっております。 

 

（５）財務報告の適正性を確保する為の体制 

 当社は金融商品取引法の定めに従い、｢内部統制基本方針｣を定め、全社レベル並びに業

務プロセスレベルの統制活動を強化し、適正且つ有効な評価が出来る様内部統制システム

の構築及び適切な運用に努め、財務報告の適正性を確保しております。 

 

（６）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法 

施行規則第100条第1項第4号） 

当社の社訓・経営理念・行動指針に基づき、代表取締役社長が繰り返し、その精神を従

業員に伝えることで、法令及び定款遵守をあらゆる企業活動の前提としております。 

具体的には、取締役及び従業員がとるべき行動の基準・規範を示した社訓・経営理念・行

動指針、社内規程・基準等に基づき、職制を通じて適正な業務執行の管理・監督を行うと

ともに、問題があった場合は、就業規則に則り適正に対応しております。 

また、コンプライアンス体制の充実・強化を図るため、各部署の責任者で構成されたコ

ンプライアンス委員会を設置し、対応を行っており、さらに業務執行部門から独立した代

表取締役直属の内部監査による定期的な内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィ

ードバックするとともに、経営層及び監査役に適時報告しております。 

 

（７）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を 

確保するための体制（会社法施行規則第100条第1項第5号） 

企業集団における業務の適正を確保するための体制の構築が必要になった場合には速や

かに当該体制を構築いたします。 
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（８）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項（会社法施行規則第100条

第3項第1号・2号） 

当社は、現在監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査役から求められた

場合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配置をすることにしております。なお、当

該使用人の任命・解任・評価・人事異動・賃金等の改定については、監査役の同意を得る

ことにより、取締役からの独立性を確保するものとします。 

 

（９）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す

る報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制（会

社法施行規則第100条第3項第3号・4号） 

取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法

令に従い直ちに監査役に報告することにしております。 

常勤監査役は、取締役会ほか重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、

経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重

要な文書を閲覧するなど、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。 

監査役は、当社の会計監査人から、監査結果について説明を受けるとともに、情報の交換

を行なうなど連携を図っております。 

また、内部通報制度による通報情報や不正事故等の事故情報等についても、担当取締役

が代表取締役社長へ報告すると同時に監査役へ報告することにしております。 

 

（10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 

当社は、反社会的勢力への対抗策として行動憲章及びコンプライアンスマニュアルを制

定しており反社会的勢力への利益供与の禁止を明示し、市民社会の秩序や安全に脅威を与

える反社会的勢力及び団体とは断固として対決する事としております。 

また、行動憲章及びコンプライアンスマニュアルに準じ反社会的勢力対応マニュアルを

作成し全従業員が閲覧出来る様整備し、適切な対応を実施しております。 

コンプライアンス上問題が有る事態が発生した場合、直ちにコンプライアンス委員会を開

催し、速やかに事実関係の把握、今後の対応方法、要改善事項、再発防止対策等を検討し、

対応する体制を確立しております。 

 

以 上 


